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令和４年度補正「多種衛星のオンデマンドタスキング及びデータ生産・配信技術の研究開発」

に係る企画競争募集要領 

 

令和５年３月 31日 

経済産業省 

製造産業局 

宇宙産業室 

 

経済産業省では、令和４年度補正「多種衛星のオンデマンドタスキング及びデータ生産・配

信技術の研究開発」を実施する委託先を、以下の要領で広く募集します。 

なお、これまでの委託契約に係るルールを一部改正し、令和３年１月８日（金）より運用

を開始しています。「委託事業事務処理マニュアル」を含め、関係資料の内容を承知の上で応

募してください。 

 

（研究開発事業の府省共通研究開発管理システム（ｅ－Ｒａｄ1）に関する記載例） 

【ご注意】 

本事業に応募しようとする研究機関及び研究者は、予め「府省共通研究開発管理システム

（ｅ－Ｒａｄ）」（以下「ｅ－Ｒａｄ」という。）に登録を行う必要がありますので、十分留

意してください。（ｅ－Ｒａｄは、競争的資金制度を中心とする公募型の研究資金制度の公

募、成果報告等の一連の業務を支援するウェブシステムです。詳しくは５．⑦及び７．（５）

を参照） 

 

１．事業の目的 

   現在、観測衛星データの利用ユーザは、複数の衛星データプロバイダーから見積もり

をとり、最適な商用衛星を選択し、当該衛星による撮像、受信、固有システムでのデー

タ処理が行われてからデータ配信を受けるため、多種の衛星から最適な衛星の選択には

時間、コスト、ノウハウが必要とされている。 

関係省庁・自治体・企業等の一般ユーザが、撮影位置、データの種類等を選択するだ

けで、必要な衛星データがオンデマンド・低遅延で生産・配信される基盤システムを開

発することで、災害対応等の即時性を求めるユーザや、多種衛星を組み合わせて利用す

 
1府省共通研究開発管理システム（e-Rad）について（担当者向け参考：最終版からは削除してください） 

研究開発管理業務は、e-Japan 戦略Ⅱ、電子政府構築計画（平成 15 年 7 月）で要請された政府全体の業務・シ

ステムの最適化対象とされており、「研究開発管理業務の業務・システム最適化計画（平成 18 年 3 月各府省 CIO

連絡会議決定）を受け、平成 20 年度より、公募型の研究開発事業を実施する際は e-Radを活用し、研究費の配分

の不合理な重複や過度の集中を防ぐこととされています。 

e-Radによる公募を行うためには、予め各担当課から e-Radに係る担当者及び事業等の登録手続が必要です。

詳しくは、産業技術環境局総務課技術政策企画室イントラ（http://newintra-hp/mllh/e-Rad/e-Rad_index.html）

をご参照ください。 

http://newintra-hp/mllh/e-Rad/e-Rad_index.html
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るユーザへの衛星データ利用が拡大を目指す。 

 

２．事業内容 

（１）多種衛星のオンデマンドタスキングシステムの研究開発 

    ユーザからの観測要求を整理し、複数の商業衛星への最適な観測要求を受け付ける

クラウド上インタフェースシステムを衛星データプラットフォーム上に構築するため

の研究開発を行う。 

（２）多種衛星のオンデマンド衛星データ生産・配信システムの研究開発 

    現在は衛星ごとの固有システムにより高いコストをかけて補正・画像化等を行い生

産・配信している衛星データについて、クラウド上の GPU による並列処理によりオン

デマンド生産・配信ができるようにすることで、衛星データ生産・配信コスト及びデ

ータ配信までのリードタイムの大幅削減を目指す。 

   また、リアルタイムでの衛星データのオンデマンド生産・配信に向けて、将来の衛星

間光通信ネットワーク統合制御システムとの接続に向けた研究開発も行う。 

（３）様々な地理空間データプラットフォーム等との API連携 

    上記システムは ALOS-3 等の様々な衛星のアーカイブデータを搭載した衛星データ

プラットフォームと連携することで、オンデマンドでの変化抽出なども可能とする。 

 また、即時性の高い多種衛星データを必要とする様々な地理空間データプラットフ

ォーム（例．SIP４D、海しる等）や、他の地理空間データプラットフォーム（PLATEAU、

G空間情報センター、eMAFF 等）との API連携を実施するとともに、こうした様々な地

理空間データを活用した行政の高度化・効率化に資するアプリケーションの開発・実

証を行う。 

  

なお、本事業を受託する研究者等は、研究活動の内容や成果を社会・国民に対して

分かりやすく説明する活動（以下、「国民との科学・技術対話」という。）に積極的に

取り組むこと（詳細は、「国民との科学・技術対話」の推進について（基本的取組方針）

（平成２２年６月１９日）を参照のこと）。 

  

３．知的財産マネジメントに係る基本方針 

本事業は、委託契約書及び「知的財産マネジメントに係る基本方針」、「データマネジ

メントに係る基本方針」（別添１）に従って、知的財産及び研究開発データについて適切

なマネジメントを実施し、契約締結日までに、委託契約書様式の「知財合意書届出書」、

「知財運営員会設置届出書」及び「データマネジメントプラン届出書」を提出していた

だきます。 

また、研究開発データのうちプロジェクト参加者以外の者に有償または無償で提供す

ることが可能なものについては、その索引情報を国に報告し、これを国が作成したデー

http://newintra-hp/qqgbbc/index.htm
http://newintra-hp/qqgbbc/index.htm
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タカタログに掲載することを講じるものとします。 

 （参考：http://www.meti.go.jp/policy/innovation_policy/data_manegement.html） 

 

４．事業実施期間 

   契約締結日～令和６年３月２９日 

 

５．応募資格 

応募資格：次の要件を満たす企業・団体等とします。 

本事業の対象となる申請者は、次の条件を満たす法人とします。なお、コンソーシア

ム形式による申請も認めますが、その場合は幹事法人を決めていただくとともに、幹事

法人が事業提案書を提出して下さい。（ただし、幹事法人が業務の全てを他の法人に再委

託することはできません。） 

①日本に拠点を有していること。なお、以下のⅰ～ⅳを全て満たすと認められる場合

には、国外企業等（国外の企業、国外の大学又は国外の研究機関をいう。以下同じ。）

との連携により実施することができるものとする。 

 ⅰ．プロジェクトの円滑かつ効率的な遂行において、当該国外企業等の参加が不可

欠又は合理的であり、その参加により日本の経済活性化に貢献が期待できるこ

と。 

 ⅱ．意図しない技術漏洩・流出を起こさないように、適切な技術管理・知的財産管

理の体制整備等がなされていること。 

 ⅲ．法令を遵守すること 

 ⅳ．予算執行上の手続きに円滑に応じられること。 

②本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。 

③本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分

な管理能力を有していること。 

④予算決算及び会計令第７０条及び第７１条の規定に該当しないものであること。 

⑤経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者では

ないこと。 

⑥過去３年以内に情報管理の不備を理由に経済産業省との契約を解除されている者ではな

いこと。 

⑦「ｅ－Ｒａｄ（※）」への登録を行っていること。 

（※）府省共通研究開発管理システム（ｅ－Ｒａｄ） 

○ ｅ－Ｒａｄポータルサイト http://www.e-Rad.go.jp/ 

○利用可能時間帯 

０：００～２４：００ 

（平日、休日とも。緊急メンテナンスの時間帯を除く。） 

http://www.meti.go.jp/policy/innovation_policy/data_manegement.html


4 

 

○ ｅ－Ｒａｄヘルプデスク 

電話番号：０５７０－０５７－０６０ （ナビダイヤル） 

０３－６６３１－０６２２ （直通） 

受付時間：９：００～１８：００（平日）  

※土曜日、日曜日、国民の祝日及び年末年始（１２月２９日～１

月３日）を除く 

 

【応募に当たっての留意事項】 

Ⅰ．不合理な重複及び過度の集中の排除 

「競争的研究費の適正な執行に関する指針」（令和 3年 12月 17日改正 競争的研究資金

に関する関係府省連絡会申し合わせ）2を踏まえ、経済産業省所管のすべての競争的研究費

について不合理な重複注 1及び過度の集中注 2を排除し、研究活動に係る透明性を確保しつつ、

エフォート（研究者の全仕事時間に対する当該研究の実施に必要とする時間の配分割合

（％））を適切に確保できるか確認するため、以下の措置を講じることとします。 

詳細は、上記の申し合わせを御参照ください。 

 

注 1 「不合理な重複」とは 

同一の研究者による同一の研究課題（競争的研究費が配分される研究の名称及び

その内容をいう。以下同じ。）に対して、複数の競争的研究費その他の研究費（国外

も含め、補助金や助成金、共同研究費、受託研究費等、現在の全ての研究費であっ

て個別の研究内容に対して配分されるもの3。）が不必要に重ねて配分される状態であ

って、次のいずれかに該当する場合をいう。  

・実質的に同一（相当程度重なる場合を含む。以下同じ。）の研究課題について、複

数の競争的研究費その他の研究費に対して同時に応募があり、重複して採択され

た場合 

・既に採択され、配分済の競争的研究費その他の研究費と実質的に同一の研究課題

について、重ねて応募があった場合 

・複数の研究課題の間で、研究費の用途について重複がある場合 

・その他これらに準ずる場合 

注 2 「過度の集中」とは 

同一の研究者又は研究グループ（以下「研究者等」という。）に当該年度に配分さ

れる研究費全体が、効果的、効率的に使用できる限度を超え、その研究期間内で使

い切れないほどの状態であって、次のいずれかに該当する場合をいう。  

 
2 内閣府 HP（ https://www8.cao.go.jp/cstp/compefund/shishin_r3_1217.pdf ）参照。 
3 所属する機関内において配分されるような基盤的経費又は内部資金、商法で定める商行為

及び直接又は間接金融による資金調達を除く。 

https://www8.cao.go.jp/cstp/compefund/shishin_r3_1217.pdf
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・研究者等の能力や研究方法等に照らして、過大な研究費が配分されている場合 

・当該研究課題に配分されるエフォートに比べ、過大な研究費が配分されている場

合 

・不必要に高額な研究設備の購入等を行う場合 

・その他これらに準ずる場合 

 

（１）不合理な重複及び過度の集中に関する情報の共有等 

 不合理な重複及び過度の集中の排除を行うために必要な範囲内で、応募内容の一部に関す

る情報を、所属機関に加えて、配分機関や関係府省間で共有することがあります。 

応募書類やｅ－Ｒａｄへの記載及び所属機関、配分機関及び関係府省からの情報等により

不合理な重複又は過度の集中があると認められた場合は採択しないことがあります。また、

応募書類やｅ－Ｒａｄに事実と異なる記載をした場合は、研究課題の不採択、採択取消し又

は減額配分を行うことがあります。 

 

（２）他の競争的研究費その他の研究費の応募・受入状況等の確認 

応募する研究課題に携わる研究代表者・研究分担者等4について、現在の他府省を含む他の

競争的研究費その他の研究費の応募・受入状況（制度名、研究課題、実施期間、予算額、エ

フォート等）や、現在の全ての所属機関・役職（兼業や、外国の人材登用プログラムへの参

加、雇用契約のない名誉教授等を含む。）に関する情報を応募書類（参考：様式 5）やｅ－Ｒ

ａｄに記載してください。 

なお、これらの研究費に関する情報のうち秘密保持契約等が交わされている共同研究等に

関する情報については、守秘義務を負っている者のみで扱います。また、研究課題の遂行に

係るエフォートを適切に確保できるかどうかを確認するために必要な情報のみ5ご記入くだ

さい。 

ただし、既に締結済の秘密保持契約等の内容に基づき提出が困難な場合など、やむを得な

い事情により提出が難しい場合は、相手機関名と受入れ研究費金額は記入せずに提出するこ

とも可能です。その場合においても必要に応じて所属機関に照会を行うことがあります。 

  

（３）今後の秘密保持契約等締結時の検討 

今後、秘密保持契約等を締結する際は、競争的研究費の応募時に、必要な情報に限り提出

することがあることを前提とした内容とすることをご検討ください。  

 
4 応募の研究課題を実施する代表の者及び当該研究課題において研究費を主体的に使用する

者など、本指針の不合理な重複及び過度の集中の排除の趣旨に基づき、各競争的研究費事業

において措置を講ずるものを指す。 
5 原則として共同研究等の相手機関名と受入れ研究費金額及びエフォートに係る情報のみと

する。 
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ただし、企業戦略上著しく重要であり、秘匿性が特に高い情報であると考えられる場合等、

秘匿すべき情報の範囲について契約当事者が合意している契約においては、秘匿すべき情報

を提出する必要はありません。なお、その場合においても守秘義務を負っている者のみで共

有を行います。 

 

（４）研究者が関与する全ての研究活動に係る透明性の確保 

 応募する研究課題に携わる研究代表者及び研究分担者等については、寄附金等や資金以外

の施設・設備等の支援6を含む、自身が関与する全ての研究活動に係る透明性確保のために必

要な情報について、所属機関の関係規程等に基づき、所属機関に適切に報告している旨の誓

約を求めます。 

 誓約に反し適切な報告が行われていないことが判明した場合は、研究課題の不採択、採択

取消し又は減額配分とすることがあります。 

 また、応募する研究課題には使用しないものの別に従事する研究で使用している施設・設

備等の受入状況に関する情報については、所属機関に対し、当該情報の把握・管理の状況に

ついて提出を求めることがあります。 

 

（５）大学・研究機関等7における利益相反・責務相反に関する規程の整備状況等の確認 

「研究活動の国際化、オープン化に伴う新たなリスクに対する研究インテグリティの確保

に係る対応方針について」（令和 3 年 4 月 27 日 統合イノベーション戦略推進会議決定）8の

趣旨を踏まえ、大学・研究機関等において利益相反・責務相反9をはじめとして関係の規程を

整備することが重要です。これらの規程の整備状況及び情報の把握・管理の状況について、

必要に応じて所属機関に照会を行うことがあります。 

 

Ⅱ．研究活動の不正行為への対応 

（１）研究機関の研究体制の整備と実施状況の確認 

研究活動の不正行為（ねつ造、改ざん、盗用）については、「研究活動の不正行為への

対応に関する指針」（平成１９年１２月２６日経済産業省策定）（以下「不正行為指針」

という。）に基づき、経済産業省は資金配分機関として、本事業の受託事業者は研究機関
 

6 無償で研究施設・設備・機器等の物品の提供や役務提供を受ける場合を含む。 
7 国又は研究資金配分機関から交付、補助又は委託される経費を用いて行われる研究開発を

実施している研究開発機関（国の試験研究機関、研究開発法人、大学等及び民間事業者等に

おける研究開発に係る機関）を指す。 
8 内閣府 HP

（ https://www8.cao.go.jp/cstp/kokusaiteki/integrity/integrity_housin.pdf ）参照。 
9 研究者又は大学・研究機関等が研究活動に伴って得る利益（実施料収入、兼業報酬、未公

開株式、研究成果等を含む。）と、国又は研究資金配分機関から交付、補助又は委託される経

費を用いて行われる研究開発において求められる責任や各機関において所属する研究者に求

められている責任が衝突・相反している状況を意味する。 

https://www8.cao.go.jp/cstp/kokusaiteki/integrity/integrity_housin.pdf
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として必要な措置を講じることとします。 

研究機関における研究体制の整備については、不正行為指針に基づき、必要な規定の

整備を含む実効的な取組を行ってください。なお、同指針に基づき、本事業に関する研

究費の契約手続きに当たって、研究機関における行動規範の策定や機関に所属する研究

者に対する研究倫理教育注 1の実施状況について確認注 2をさせていただくとともに、必要

に応じ、こうした指針への対応状況等について中間検査等の際に確認を行います。 

注 1 申請者が所属する研究機関において、研究倫理教育が行われていない場合、研究

倫理教育を実施してください。なお、その際、経済産業省が作成した「研究不正

を防ぐために～経済産業省所管の研究資金を活用した研究活動における研究不正

行為と研究資金の不正使用・受給の防止～」※を参照することもできます。 

※  経済産業省のホームページに掲載 

http://www.meti.go.jp/policy/economy/gijutsu_kakushin/innovation_policy/

kenkyu-fusei-shishin.html 

注 2 研究資金の契約手続きが円滑に行われるよう、応募された提案の採択時に研究機

関における行動規範の設置状況と研究倫理教育の実施有無を併せて確認させてい

ただきます。その時点までに研究機関内で研究倫理教育が実施されていない場合

は、早急に行ってください。 

（２）不正行為があると認められた場合の措置 

１）本事業において不正行為があると認められた場合の措置 

   本事業において、不正行為があると認められた場合、以下の措置を講じます。 

① 不正行為の重大性などを考慮しつつ、当該研究資金の全部又は一部を返還していただ

くことがあります。 

② 不正行為があったと認定された研究の不正行為に関与したと認定された者（論文等の

著者、論文等の著者ではないが当該不正行為に関与したと認定された者）に対し、本

事業への翌年度以降の応募を制限します。（応募制限期間：不正行為の程度などによ

り、原則、不正行為があったと認定された年度の翌年度以降２～１０年間） 

③ 不正行為に関与しないものの、不正行為のあった研究に係る論文等の責任を負う著者

（監修責任者、代表執行者又はこれらの者と同等の責任を負うと認定された者）に対

し、本事業への翌年度以降の応募を制限します。（応募制限期間：責任の程度等によ

り、原則、不正行為があったと認定された年度の翌年度以降１～３年間） 

④ 他府省等※を含む他の資金配分機関に対し、当該研究不正行為に関する措置及び措置

の対象者等について情報提供します。このことにより、研究不正行為があったと認定

された研究において、研究不正行為に関与したと認定された者又は研究不正行為に関

与しないものの論文等に責任を負う著者は、他府省等を含む他の資金配分機関の研究

資金への応募が制限される場合があります。 

※ 「他府省等」は、経済産業省以外の府省及び独立行政法人を指します。 

⑤ 経済産業省は、不正行為に対する措置を決定したときは、原則として、措置の対象と

http://www.meti.go.jp/policy/economy/gijutsu_kakushin/innovation_policy/kenkyu-fusei-shishin.html
http://www.meti.go.jp/policy/economy/gijutsu_kakushin/innovation_policy/kenkyu-fusei-shishin.html
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なった者の氏名・所属、措置の内容、不正行為が行われた研究資金の名称及び当該研

究資金の金額、研究内容と不正行為の内容、調査機関が行った調査結果報告書などに

ついて公表します。 

２）他の資金配分機関の事業において不正行為が認められた場合の措置 

他府省等を含む他の資金配分機関の事業において不正行為があると認められ、措置

を行うとの通知を受けた場合、当省の事業においても、資金配分の停止、申請の不採

択及び応募申請制限について、同様に取り扱います。 

（３）過去の研究資金において不正行為があったと認められた場合の措置 

過去の研究資金において、不正行為があったと認定された者（当該不正行為があった

と認定された研究に係る論文等の責任を負う者として認定された場合を含む。）は、不正

行為指針に基づき、本事業への参加が制限されることがあります。 

 

Ⅲ．公的研究費の不正な使用及び不正な受給への対応 

（１）研究費の管理体制の整備と実施状況の確認 

研究費の不正な使用及び不正な受給（以下「不正使用等」という。）については、「公

的研究費の不正な使用等への対応に関する指針」（平成２０年１２月３日経済産業省策

定）（以下「不正使用指針」という。）に基づき、経済産業省は資金配分機関として、本

事業の補助事業者は研究機関として研究費の管理体制の整備等の必要な措置を講じるこ

ととしています。 

研究機関における研究費の管理体制の整備等については、不正使用指針に基づき、研

究費の申請の際に、書面による報告を求めることがありますので、求められた場合には

直ちに提出してください。なお、当該年度において、既に他府省等を含む他の資金配分

機関に同旨の報告書を提出している場合は、その写しの提出をもって代えることができ

ます。この他に、研究機関における研究費の管理体制の整備等の実施状況を把握するた

め、必要に応じて、現地調査を行うことがあります。 

また、研究機関において、同指針に基づき、当該研究費の運営・管理に関わる全ての

研究者及び事務職員に対し、不正使用等に当たる行為や研究機関の不正対策に関する方

針等の教育（コンプライアンス教育）を実施することが必要です。 

（２）研究費の不正使用等があると認められた場合の措置 

１）本事業において不正使用等があると認められた場合の措置 

本事業において、研究費の不正使用等があると認められた場合、以下の措置を講じ

ます。 

① 不正使用等の重大性などを考慮しつつ、当該研究費の全部又は一部を返還していただ

くことがあります。 

② 不正な使用を行った研究者及びそれに共謀した研究者に対し、本事業への翌年度以降

の応募を制限します。（応募制限期間：不正の程度などにより、原則、当該研究費を
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返還した年度の翌年度以降１～１０年間） 

③ 偽りその他不正な手段により研究費を受給した研究者及びそれに共謀した研究者に

対し、本事業への翌年度以降の応募を制限します。（応募制限期間：原則、当該研究

費を返還した年度の翌年度以降５年間） 

④ 不正な使用を行った研究に直接関与していないが善管注意義務※に違反した研究者に

対し、本事業への翌年度以降の応募を制限します。（応募制限期間：原則、当該研究

費を返還した年度の翌年度以降１～２年） 

※ 善良な管理者の注意をもって事業を行うべき義務 

⑤ 他府省等を含む他の資金配分機関に対し、当該不正使用等に関する措置及び措置の対

象者等について情報提供します。このことにより、不正な使用を行った研究者及びそ

れに共謀した研究者、不正な受給を行った研究者及びそれに共謀した研究者、及び不

正な使用を行った研究に直接関与していないが善管注意義務に違反した研究者は、他

府省等を含む他の資金配分機関の研究資金への応募が制限される場合があります。 

⑥ 経済産業省は、不正使用等に対する措置を決定したときは、原則として、措置の対象

となった者の氏名・所属、措置の内容、不正が行われた研究資金の名称及び当該研究

費の金額、研究内容と不正の内容、研究機関が行った調査結果報告書などについて公

表します。 

２）他の資金配分機関の事業において不正使用等が認められた場合の措置 

他府省等を含む他の資金配分機関の事業において不正使用等を行ったと認められ、

措置を行うとの通知を受けた場合、当省の事業においても同様に、本事業を含む経済

産業省所管の全ての研究資金への応募申請を制限します。 

 （３）過去の研究費において不正使用等があったと認められた場合の措置 

過去に配分を受けた研究費において、不正使用等を行った者（当該不正使用等を共謀

した研究者及び善管注意義務に違反した違反した研究者を含む。）は、不正使用指針に基

づき、本事業への参加が制限されることがあります。 

 

（参考） 

経済産業省所管の研究資金に係る研究活動の不正行為及び研究費の不正使用等に関

する告発・相談受付窓口 

経済産業省 産業技術環境局総務課 

〒１００－８９０１ 東京都千代田区霞が関１－３－１  

ＴＥＬ 03-3501-1773／ＦＡＸ 03-3501-7908 

E-mail kenkyu-hotline@meti.go.jp 

 

Ⅳ．研究活動を通じて取得した技術等の輸出規制に対する対応 

（１） 我が国では、外国為替及び外国貿易法(昭和 24 年法律第 228 号)(以下「外為法」

mailto:kenkyu-hotline@meti.go.jp
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という。)に基づき輸出規制※が行われています。外為法で規制されている貨物や技術を

輸出(提供)しようとする場合は、原則外為法に基づく、経済産業大臣の許可を受ける必

要があります。 

※ 我が国の安全保障輸出管理制度は、国際合意等に基づき、主に①炭素繊維や数値制御工作機械

などある一定以上のスペック・機能を持つ貨物(技術)を輸出(提供)しようとする場合に、原則と

して、経済産業大臣の許可が必要となる制度(リスト規制)と②リスト規制に該当しない貨物(技

術)を輸出(提供)しようとする場合で、一定の要件(用途要件・需用者要件又はインフォーム要件)

を満たした場合に、経済産業大臣の許可を必要とする制度(キャッチオール規制)から成り立って

います。 

（２） 貨物の輸出だけではなく技術提供も外為法の規制対象となります。リスト規制技術

を外国の者(非居住者)（２０２２年５月１日以降は特定類型※に該当する居住者を含む。）

に提供する場合等はその提供に際して事前の許可が必要です。技術提供には、設計図・

仕様書・マニュアル・試料・試作品などの技術情報を、紙・メール・CD・USB メモリな

どの記憶媒体で提供することはもちろんのこと、技術指導や技能訓練などを通じた作業

知識の提供やセミナーでの技術支援なども含まれます。外国からの留学生の受入れや、

共同研究等の活動の中にも、外為法の規制対象となり得る技術のやりとりが多く含まれ

る場合があります。 

※ 非居住者の影響を強く受けている居住者の類型のことを言い、「外国為替及び外国貿易法第２

５条第１項及び外国為替令第１７条第２項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は

行為について」1. (3)サ①～③に規定する特定類型を指します。 

（３） 本事業を通じて取得した技術等を輸出（提供）しようとする場合についても、規制

対象となる場合がありますのでご留意ください。なお、本事業を通じて取得した技術等

について外為法に係る規制違反が判明した場合は、交付決定の全部又は一部を取り消す

（契約の全部又は一部を解除する）場合があります。 

 

【参照】安全保障貿易管理の詳細については、下記をご覧ください。 

□安全保障貿易管理（全般） https://www.meti.go.jp/policy/anpo/,  

Q&A https://www.meti.go.jp/policy/anpo/qanda.html 

□安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス（大学・研究機関用）： 

https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/tutatu/t07sonota/t07sonota_jishu

kanri03.pdf 

□大学・研究機関のためのモデル安全保障貿易管理規程マニュアル： 

 https://www.meti.go.jp/policy/anpo/daigaku/manual.pdf 

 ※企業向けは一般財団法人安全保障貿易管理センターのモデル CP も御参考下さい。 

https://www.cistec.or.jp/export/jisyukanri/modelcp/modelcp.html 

□安全保障貿易ガイダンス（入門編）  
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https://www.meti.go.jp/policy/anpo/guidance.html 

 

Ⅴ．プロジェクトの実施のために雇用される若手研究者の自発的な研究活動等について 

 「競争的研究費においてプロジェクトの実施のために雇用される若手研究者の自発的な研

究活動等に関する実施方針」（令和 2年 12 月 18日付け競争的研究費に関する関係府省連絡会

申し合わせ）に基づき、民間企業を除く研究機関でプロジェクトの実施のために雇用される

若手研究者について、プロジェクトから人件費を支出しつつ、当該プロジェクトに従事する

エフォートの一部を、自発的な研究活動等に充当することが所属研究機関からの承認が得ら

れた場合、可能です。 

詳細は、上記の申し合わせ（https://www8.cao.go.jp/cstp/compefund/jisshishishin.pdf）

を御参照ください。 

 

６．契約の要件 

（１）契約形態：委託契約 

（２）採択件数：１件 

（３）予算規模：５７０，０００千円を上限とします。なお、最終的な実施内容、契約金額

については、経済産業省と調整した上で決定することとします。 

（４）成果物の納入：事業報告書の電子媒体１部を経済産業省に納入。 

          ※ 電子媒体を納入する際、経済産業省が指定するファイル形式に加え、

透明テキストファイル付ＰＤＦファイルに変換した電子媒体も併せ

て納入。 

（５）委託金の支払時期：委託金の支払いは、原則として、事業終了後の精算払となります。 

※本事業に充てられる自己資金等の状況次第では、事業終了前の

支払い（概算払）も可能ですので、希望する場合は個別にご相

談ください。 

（６）支払額の確定方法： 事業終了後、事業者より提出いただく実績報告書に基づき原則

として現地調査を行い、支払額を確定します。 

支払額は、契約金額の範囲内であって実際に支出を要したと認

められる費用の合計となります。このため、全ての支出には、そ

の収支を明らかにした帳簿類及び領収書等の証拠書類が必要とな

ります。また、支出額及び内容についても厳格に審査し、これを

満たさない経費については、支払額の対象外となる可能性もあり

ます。 

 

７．応募手続き 

（１）募集期間 
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    募集開始日：令和５年３月３１日（金） 

    締切日：令和５年４月２８日（金）１２時必着 

 

（２）説明会の開催 

説明会は実施しません。質問がある場合は、令和５年４月１４日（金）１８時００

分までにメールにてご連絡ください。質問がない場合であっても寄せられた質問及び

回答を共有しますので、１２．問い合わせ先へ連絡先（社名、担当者名、電話番号、

メールアドレス）を令和５年４月１４日（金）１８時００分までに登録してください。 

 

（３）応募書類 

① 以下の書類を（４）により提出してください。 

・申請書（様式１） 

・企画提案書（様式２） 

・会社概要等が確認できる資料（パンフレット等） 

・競争参加資格審査結果通知書（全省庁統一）の写し又は直近の財務諸表 

② 提出された応募書類は本事業の採択に関する審査以外の目的には使用しません。 

なお、応募書類は返却しません。 

③ 応募書類等の作成費は経費に含まれません。また、選定の正否を問わず、企画提案書

の作成費用は支給されません。 

④ 企画提案書に記載する内容については、今後の契約の基本方針となりますので、予算

額内で実現が確約されることのみ表明してください。なお、採択後であっても、申請

者の都合により記載された内容に大幅な変更があった場合には、不採択となることが

あります。 

⑤ 今回の公募では、応募受付期間内に、以下の「（４）応募書類の提出先」に基づく応

募書類の提出に加え、「（５）「ｅ－Ｒａｄ」による応募」の手続きが必要です。 

 

（４）応募書類の提出先 

応募書類はメールにより１２．記載の E-mail アドレスに提出してください。 

※資料に不備がある場合は、審査対象となりませんので、記入要領等を熟読の上、

注意して記入してください。 

 

（５）ｅ－Ｒａｄによる応募 

「５．応募資格⑦」の「ｅ－Ｒａｄポ－タルサイト」を参照の上、必要な手続きを行

ってください。 

（ａ）ｅ－ＲａｄログインＩＤ、パスワードの取得 

ログインＩＤ、パスワード取得には時間を要しますので、本事業に応募される方で
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ログインＩＤをお持ちでない場合は、お早め（公募締切の少なくとも２週間以上前を

推奨）に登録の申請を行ってください。 

ｅ－Ｒａｄは府省共通のシステムのため、ログインＩＤ等は他省庁等が所管する研

究資金の応募にも利用できます。 

（ｂ）ｅ－Ｒａｄによる申請書類の提出 

申請書類の提出は、申請書類を作成する研究代表者（ｅ－ＲａｄのＩＤを取得済み

の者であること。）がｅ－Ｒａｄの本事業公募に係るサイトにおいて、応募基本情報の

入力を行い、申請書類のファイル（ｐｄｆ形式）をアップロードすることにより、提

出ができます。（ただし、ファイル容量が○○ＭＢ（注１）を超えるものは提出できませ

んので、ご注意ください。） 

（注１） １０ＭＢを上限とし、各課で設定の上、記載してください。 

（ｃ）個人情報の取扱い 

申請書類等に含まれる個人情報は、不合理な重複や過度の集中の排除のため、他府

省等を含む他の資金配分機関の研究資金に関わる業務においても必要な範囲で利用

（データの電算処理及び管理を外部の民間企業に委託して行わせるための個人情報の

提供を含む。）する他、「ｅ－Ｒａｄ」を経由し、内閣府総合科学技術・イノベーショ

ン会議へ提供します。 

（ｄ）内閣府への情報提供等 

総合科学技術・イノベーション会議では、客観的エビデンスに基づく資源配分の在

り方に関する検討に資するため、政府全体の公募型研究資金制度における資金配分状

況の分析を行っています。 

このため、採択された課題に係る各年度の研究成果情報・会計実績情報及び競争的

資金に係る間接経費執行実績情報（注２）について、ｅ－Ｒａｄでの入力をお願いします。

研究成果情報・会計実績情報を含め、マクロ分析に必要な情報が内閣府に提供される

ことになります。 

   （注２）競争的資金に係る間接経費執行実績情報の入力については、競争的資金制度

に該当しない場合は、下線部の文言を削除のうえ記載する。 

（６）researchmap への登録 

researchmap（https://researchmap.jp/）は日本の研究者総覧として国内最大級の研

究者情報データベースで、登録した業績情報は、インターネットを通して公開すること

もできます。また、researchmapはｅ－Ｒａｄや多くの大学の教員データベースとも連携

しており、登録した情報を他のシステムでも利用することができるため、研究者の方が

様々な申請書やデータベースに何度も同じ業績を登録する必要がなくなります。 

researchmap で登録された情報は、国等の学術・科学技術政策立案の調査や統計利用目

的でも有効活用されておりますので、本事業実施者は、researchmapに登録くださるよう、

御協力をお願いします。 
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８．審査・採択について 

（１）審査方法 

採択にあたっては、第三者の有識者で構成される委員会で審査を行い決定します。

なお、応募期間締切後に、必要に応じて提案に関するヒアリングを実施します。 

（２）審査基準 

以下の審査基準に基づいて総合的な評価を行います。 

① 「５．」の応募資格を満たしているか。 

② 提案内容が、「１．」本事業の目的に合致しているか。 

③ 事業の実施方法、実施スケジュールが現実的か。 

④ 事業の実施方法等について、本事業の成果を高めるための効果的な工夫が見られる

か。 

⑤ 本事業の関連分野に関する知見を有しているか。 

⑥ 本事業を円滑に遂行するために、事業規模等に適した実施体制をとっているか。 

⑦ コストパフォーマンスが優れているか。また、必要となる経費・費目を過不足無く

考慮し、適正な積算が行われているか。 

⑧ ワーク・ライフ・バランス等推進企業であるか 

⑨ 適切な情報管理体制が確保されているか。また、情報取扱者以外の者が、情報に接

することがないか。 

⑩ 事業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行管理部分について、再委託（委託業

務の一部を第三者に委託することをいい、請負その他委託の形式を問わない。以下同

じ。）を行っていないか。 

⑪ 事業費総額に対する再委託費の割合が５０％を超えないか。超える場合は、相当な理

由があるか（「再委託費率が５０％を超える理由書」を作成し提出すること）。 

（３）採択結果の決定及び通知について 

採択された申請者については、経済産業省のホームページで公表するとともに、当

該申請者に対しその旨を通知します。 

 

９．契約について 

採択された申請者について、国と提案者との間で委託契約を締結することになります。

なお、採択決定後から委託契約締結までの間に、経済産業省との協議を経て、事業内容・構

成、事業規模、金額などに変更が生じる可能性があります。 

契約書作成に当たっての条件の協議が整い次第、委託契約を締結し、その後、事業開始と

なりますので、あらかじめ御承知おきください。また、契約条件が合致しない場合には、委

託契約の締結ができない場合もありますのでご了承ください。 

契約条項は、基本的には以下の内容となります。 
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【競争的研究費の事業】 

○バイ・ドール（データマネジメント）条項入り概算契約書 

https://www.meti.go.jp/information_2/downloadfiles/r4bayhdole-dmk2_format.pdf 

 

また、委託事業の事務処理・経理処理につきましては、経済産業省の作成する委託事業事

務処理マニュアルに従って処理していただきます。 

https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/jimusyori_manual.html 

 

  なお、契約締結後、受託者に対し、事業実施に必要な情報等を提供することがありますが、

情報の内容によっては、守秘義務の遵守をお願いすることがあります。 

 

１０．経費の計上   

（１）経費の区分 

本事業の対象とする経費は、事業の遂行に直接必要な経費及び事業成果の取りまと

めに必要な経費であり、具体的には以下のとおりです。＜事業の性質に応じて不要な

経費があれば、下記から適宜削除すること＞ 

経費項目 内容 

Ⅰ．人件費 事業に従事する者の作業時間に対する人件費 

Ⅱ．事業費  

旅費 事業を行うために必要な国内出張及び海外出張に係る経費 

会場費 事業を行うために必要な会議、講演会、シンポジウム等に要する

経費（会場借料、機材借料及び茶菓料（お茶代）等） 

謝金 事業を行うために必要な謝金（会議・講演会・シンポジウム等に

出席した外部専門家当に対する謝金、講演・原稿の執筆・研究協

力当に対する謝金等） 

備品費 事業を行うために必要な物品（ただし、耐用年数１年以上かつ取

得価格 10万円以上のもの）の購入、製造に必要な経費 

（借料及び損料） 事業を行うために必要な機械器具等のリース・レンタルに要する

経費 

消耗品費 事業を行うために必要な物品であって備品費に属さないもの（た

だし、耐用年数１年未満又は取得価格 10 万円未満で、当該事業

のみで使用されることが確認できるもの）の購入に要する経費 

印刷製本費 事業で使用するパンフレット・リーフレット、事業成果報告書等

の印刷製本に関する経費 

補助員人件費 事業を実施するために必要な補助員（アルバイト等）に係る経費 

https://www.meti.go.jp/information_2/downloadfiles/r4bayhdole-dmk2_format.pdf
https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/jimusyori_manual.html
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その他諸経費 

 

事業を行うために必要な経費のうち、当該事業のために使用され

ることが特定・確認できるものであって、他のいずれの区分にも

属さないもの 

例） 

  通信運搬費（郵便料、運送代、通信・電話料等） 

光熱水料（電気、水道、ガス。例えば、大規模な研究施設等

について、専用のメータの検針により当該事業に使用した料

金が算出できる場合） 

設備の修繕・保守費 

翻訳通訳、速記費用 

文献購入費、法定検査、検定料、特許出願関連費用等 

Ⅲ．再委託・外注

費 

 

受託者が直接実施することができないもの又は適当でないもの

について、他の事業者に再委託するために必要な経費 

※改正前の委託事業事務処理マニュアルにおける経費項目であ

る「外注費」と「再委託費」のことを言う。 

Ⅳ．一般管理費 

 

委託事業を行うために必要な経費であって、当該事業に要した経

費としての抽出、特定が困難なものについて、委託契約締結時の

条件に基づいて一定割合の支払を認められた間接経費 

（競争的資金又は研究開発事業（委託額３千万円以上）に関する記載例） 

※ なお、上記の各項目に「国民との科学・技術対話」の遂行に直接必要な経費を含める

ことができる。 

（２）直接経費として計上できない経費 

 ・建物等施設に関する経費 

 ・事業内容に照らして当然備えているべき機器・備品等（机、椅子、書棚等の什器類、事

務機器等） 

 ・事業実施中に発生した事故・災害の処理のための経費 

 ・その他事業に関係ない経費 

 

１１．その他 

（１）事業終了後、提出された実績報告書に基づき、原則、現地調査を行い、支払額を確定

します。支払額は、委託契約額の範囲内で、事業に要した費用の合計となります。調査の

際には、全ての費用を明らかにした帳簿類及び領収書等の証拠書類が必要となります。当

該費用は、厳格に審査し、事業に必要と認められない経費等については、支払額の対象外

となる可能性もあります。 

 

（２）これまでの委託契約に係るルールを一部改正し、令和３年１月８日（金）より運用を
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開始しています。「委託事業事務処理マニュアル」を含め、関係資料の内容を承知の上で

応募してください。 

【主な改正点】 

①再委託、外注に関する体制等の確認（提案要求事項の追加等） 

 ・事業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行管理について再委託を行っていな

いか。 

 なお、「委託事業事務処理マニュアル」上で明示している、本事業における再委託

を禁止している「事業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行管理業務」につい

ては以下の通り。 

【事業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行管理業務】 

  ・事業内容の決定（実施手段・方法、対象者、スケジュール、実施体制） 

  ・再委託・外注先の業務執行管理（再委託・外注内容の決定、進捗状況の管理 

方法及び確認、成果及び結果のとりまとめ方法、とりまとめ） 

  ・報告書（構成及び作成、再委託・外注先の内容とりまとめ） 

・総額に対する再委託の割合が５０％を超えないか。超える場合は、相当な理由がある

か（「再委託費率が５０％を超える理由書」を作成し提出すること）。 

 ・再委託を行う場合、グループ企業との取引であることのみを選定理由とした調達は、

原則、認めない（経済性の観点から、相見積りを取り、相見積りの中で最低価格を

提示した者を選定すること。）。 

   ・提案書等において再委託費率が５０％を超える理由書を添付した場合には、経済産

業省で再委託内容の適切性などを確認し、落札者に対して、契約締結までに履行体

制を含め再委託内容の見直しの指示をする場合がある。 

   

なお、本事業については、履行体制によっては再委託費率が高くなる傾向にある

事業類型●（以下の事業類型Ⅰ～Ⅲ）に該当するものであり、履行体制の適切性に

ついてはこれらを踏まえて判断する。 

＜事業類型＞ 

Ⅰ．多数の事業者を管理し、その成果を取りまとめる事業 

（主に海外法人等を活用した標準化や実証事業の取りまとめ事業） 

     Ⅱ．現地・現場での作業に要する工数の割合が高い事業 

（主に海外の展示会出展支援やシステム開発事業） 

Ⅲ．多数の事業者の協力が必要となるオープン・イノベーション事業 

（主に特定分野における専門性が極めて高い事業） 

②一般管理費率の算出基礎の見直し 

（一般管理費＝（人件費＋事業費）(再委託・外注費を除く)×一般管理費率） 
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（３）委託費を不正に使用した疑いがある場合には、経済産業省より落札者に対し必要に応

じて現地調査等を実施する。また、事業に係る取引先（再委託先、外注（請負）先以降も

含む）に対しても、必要に応じ現地調査等を実施するため、あらかじめ落札者から取引先

に対して現地調査が可能となるよう措置を講じておくこと。 

調査の結果、不正行為が認められたときは、当該委託事業に係る契約の取消を行うとと

もに、経済産業省から新たな補助金の交付と契約の締結を一定期間（最大３６ヵ月）行わ

ないこと等の措置を執るとともに当該事業者の名称及び不正の内容を公表する。 

 具体的な措置要領は、以下の URL の通り。 

https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/shimeiteishi.html 

 

１２．問い合わせ先 

〒１００－８９０１ 東京都千代田区霞が関１－３－１ 

経済産業省 製造産業局 宇宙産業室 

担当：石井、末吉、水上 

E-mail：bzl-uchu-satellitedata@meti.go.jp 

 

お問い合わせは電子メールでお願いします。電話でのお問い合わせは受付できません。 

なお、お問い合わせの際は、件名（題名）を必ず「令和４年度補正多種衛星のオンデ

マンドタスキング及びデータ生産・配信技術の研究開発」としてください。他の件名（題

名）ではお問い合わせに回答できない場合があります。 

以上 

 

 

mailto:bzl-uchu-satellitedata@meti.go.jp

